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品川公共職業安定所における文書の紛失について 

 

 東京労働局（局長 辻田 博）は、品川公共職業安定所（所長 古宮 善彦）にお

いて発生した個人情報を含む文書の紛失について、下記のとおり当該事実を確認の

上、必要な措置を講じましたので、概要をお知らせします。 

  

記 

 

１ 概要 

  品川公共職業安定所（以下「品川所」という。）において、事業所Ｘから簡易書

留により郵送された雇用保険適用課（以下「適用課」という。）宛ての郵便物（従

業員Ｙに係る「雇用保険被保険者資格取得届」（以下「資格取得届」という。）及

び預金通帳の写しが入っていた。）を紛失する事案が発生した。 

※ 資格取得届には、氏名、生年月日、性別、マイナンバー、雇用保険被保険者番

号、資格取得年月日等が記載され、預金通帳の写しには、金融機関名、支店名、

口座番号、氏名が記載されていた。 

 

２ 事実経過等 

（１）令和４年２月 15 日、事業所Ｘの担当者から、年末に簡易書留で郵送した従業

員Ｙの「資格取得届」に係る資格取得等確認通知書が返送されていないため、処

理状況を確認したいとの問合せがあった。 

（２）適用課の郵送受理簿に当該郵便物の記録がなかったため、日本郵便のＨＰで検

索したところ、令和３年 12 月 28 日に配達済であることを確認した。併せて、品

川所庶務課（以下「庶務課」という。）の収受簿に当該郵便物の記録はあったが、

資格取得届は未処理であることを確認したため、当該郵便物を紛失したことが発

覚し、直ちに捜索を開始した。 

（３）同月 16 日、適用課長から事業所Ｘの担当者に連絡し、現状で当該郵便物は見

当たらず引き続き捜索する旨説明した。併せて、必要な事項を確認し、資格取得

届を処理した。 

（４）同月 17 日以降現在まで、品川所内の全課・部門で捜索を継続している。 

（５）同月 22 日、品川所管理部長及び適用課長が事業所Ｘを訪問し、同席された従

業員Ｙに経過を説明し、謝罪した。 

（６）現在も資格取得届及び預金通帳の写しが入った郵便物は発見されていないが、

外部に持ち出す書類ではないため、当該書類の動線や処理状況を検証した結果、
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誤ってシュレッダー処理した可能性が高いと考えられる。 

 

３ 発生原因 

（１）庶務課から適用課への郵便物引渡し時に、収受簿と現物を突合しなかったこと。 

（２）郵便物仕分け作業台の横に、蓋のない不要紙保管箱が置かれており、仕分け作

業時に誤って当該郵便物が滑落し、不要紙に混入した可能性が高く、その後、シ

ュレッダー作業時に再確認（封筒の混入の確認）しなかったこと。 

 

４ 再発防止策 

（１）品川所における再発防止策 

① 令和４年２月 17 日から郵便物の処理方法を次のとおり変更した。 

  庶務課の収受簿を部署毎に出力し、各部署への郵便物引渡し時に添付する。

各部署では、管理職員が収受簿と現物を１件ずつ突合し、収受簿に押印の上、

これを庶務課に返却する。 

特殊郵便物は、各部署で郵便受理簿を作成し、庶務課から引き受けた全ての

特殊郵便物を記録する。 

② 誤廃棄防止のための環境整備、基本動作の徹底 

封筒以外の不要紙保管箱を削減し、蓋のない保管箱を撤去し、蓋付き保管箱

を設置する。 

また、保管箱に不要紙を投入する際には、赤線を引いてから投入することと

し、シュレッダー作業の前に不要紙に赤線が引かれているか目視による再確認

を行う。 

さらに、シュレッダー作業時の目視確認を徹底するため、管理職員が定期的

に確認状況を点検する。 

③ 個人情報漏えい防止に係る研修の実施 

所内全職員に対し、同年２月末までに個人情報保護に関する自主点検を実施

し、担当部長が実施状況を確認した。また、同年３月中に集合研修を実施する

予定である。 

（２）東京労働局における再発防止策 

全ての公共職業安定所において、郵便物の受領から各部署での処理までの流れ

を自主点検する（実施時期は同年３月 14 日～３月 18 日予定）。 

点検に当たっては、郵便物関係の作業場所付近に、不要紙保管箱（蓋がない箱）

が配置されていないかどうかを確認するとともに、十分な作業空間が確保されて

いることを確認する。点検結果を踏まえ、必要に応じて蓋付き保管箱の設置など

早期に環境整備を図る。 

 

 


